
「広報ひらの」は毎月1日 （休刊日の場合は翌日）に新聞（朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日）朝刊折込でお届けしています。これらの新聞を購読されていない方で配付を希望される場合は
政策推進課（政策推進）㉓番窓口（☎4302-9683）へお申し込みください。市政・区政に関するご意見・ご要望は、政策推進課（政策推進）㉓番窓口（☎4302-9683 64302-9880）へ。

区役所からのお知らせ

「平野区わたの会」ボランティア募集
　学校園などでのわたくり（種取り）や糸つむぎ体験など、わたの普及啓発を区役
所と協力して一緒に実施している「平野区わたの会」のボランティアを募集します。
次の日程で説明会を開催しますので、参加希望の方は事前に下記問い合わせ先
までお申し込みください。

問合せ まちづくり推進室(まちづくり協働)㉑番窓口 ☎４３０２-９７３４

区内の市立小学校で学習のサポートや
読み聞かせを行う指導員を募集しています！

★指導員募集ページ：
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000284798.html
　本事業は、こどもたちの生きる力につながる基礎学力をしっかり
身につけてもらい、健やかな育ちを支えるとともに、指導員がこども
たちに教えることを通じて、自分自身も学び成長することも目的とし
ており、こどもと地域の若者がともに成長できる事業として実施して
います。
　学力サポート事業については以下のページで詳しく紹介しています。
★事業紹介ページ：
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000268132.html
　区内在住の大学生や教職員をめざす大学生のみなさんのご応募・
ご登録をお待ちしています！
問合せ まちづくり推進室（企画調整）㉓番窓口 

☎4302-9903

4月20日（月）まで

（読み聞かせ活動の様子）

日　時 4月14日(火) 10:00～   　　　　　　瓜破出張所2階(瓜破7-2-7)

区の花「わた」を咲かせましょう！
　「わた」は、かつて平野区が河内木綿の集散地、綿業のまちとし
て栄えたことや、実益のある実に区の繁栄を願い区の花として
制定されました。黄色の花が咲く「わた」の種を４月１６日（木）より
区役所１階及び出張所で配布します。
※配布は、種がなくなり次第終了します。
問合せ まちづくり推進室(まちづくり協働)㉑番窓口 ☎４３０２-９７３４

いただいた申出内容
　平野区役所では、独自に地域貢献など
の取組みは行っていないのですか？

対応した内容
　より良い市民サービスの実現を目的とし、職場環境の改善、経費の節減
や収入の増加など、職場単位で推し進める元気アップ運動の取組みの一環
として、平成２５年度からペットボトルキャップの回収を行っています。庁舎の
各フロアに設置された回収箱には、平成25年12月から開始し、２月中旬現
在で約480ｋｇ（ポリオワクチン120人分相当）にものぼりました。また、有志
を募って毎月定期的に庁舎周辺の道路の清掃を行うなど、微力ではありま
すが、地域に根ざし信頼される区役所づくりに努めています。

皆さんのご意見を
区政に反映する
取組みを行って
います！

平野区長  藤井 清美 

問合せ まちづくり推進室(政策推進)㉓番窓口 ☎4302-9683

　平野区では「平野区こども学力サ
ポート事業」を、区独自の取組みとし
て区内の市立小学校で実施してい
ます。現在、来年度の実施に向け指
導員を募集しています。詳しくは、
平野区ホームページから「指導員募
集ページ」をご覧ください。

場　所

特別永住者証明書への切り替えはお早めに
　平成24年7月9日からの特別永住者制度の変更に伴い、「外国人登録証明書」
が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されることになりました。 
　次の対象者の方は、平成27年（2015年）7月8日（水）までに、特別永住者証明
書への切り替え手続きをする必要があります。
　期日直前は窓口が込み合うため、早めの申請をおすすめします。
　なお、切り替えには4週間程度かかります。
※新しい特別永住者制度について詳しくは、法務省入国管理局のホームページ
　をご覧ください。

問合せ 窓口サービス課（住民情報）⑭番窓口 ☎４３０２-９９６３

対象者

申請期限

次の全てに該当する人
●区内在住の特別永住者の方
●現在、みなし特別永住者証明書（外国人登録証明書）を持っている方
●そのカードに記載されている次回確認（切替）申請期間が、
　2015年7月8日よりも前の方
（注）16歳未満の方は、16歳の誕生日が有効期限です。
平成27年（2015年）7月8日（水）
申請できる方・持参するもの、その他詳細につきましては下記担当まで、
お問い合わせください。

子 育 て 情 報
BCG予防接種

問合せ 保健福祉課（地域保健）32番窓口 ☎4302-9882

日　時
場　所
対　象
持ち物

4月8日（水） 14：00～15：00（12:00より整理券配布）
区役所2階 検診フロア
１２か月未満のお子さま ※標準的な接種期間は生後５～８か月です
母子健康手帳・予防接種手帳

予約不要無料

問合せ 平野図書館(平野東1-8-2) ☎6793-0881

ベビーマッサージ

問合せ 平野区子ども・子育てプラザ
(瓜破３-３-６４) ☎６７０７-０９００

日　時
場　所
内　容
対象･定員
申込み

５月以降の毎月第２・４水曜日 １０：００～１１：３０
平野区子ども・子育てプラザ３階 軽運動室
親子遊びの教室
２歳以上のお子さまと両親３０組(申込み多数の場合抽選)
４月１５日（水）・１６日（木） １０：００～１２：００ 来館のみ受付

日　時
場　所
持ち物
申込み

４月１5日（水）１４：００～１５：00
平野区子ども・子育てプラザ２階 赤ちゃんルーム
バスタオル
電話または来館

無料

はとぽっぽ教室 無料

こども読書の日記念事業
「キッズシアターかみふうせんのおたのしみ会」
日　時
場　所
内　容
対　象

4月25日（土） 10：10～11：00
平野図書館2階 多目的室
絵本の読み聞かせをしたり、うたをうたったりします
幼児・小学生と保護者

無料

　児童扶養手当月額については、「児童扶養手当法」及び「児童扶養手当法によ
る児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき、全国消費者物価
指数を基に手当額が改定されます。また、特例水準の段階的な解消と合わせて、
平成27年4月からの児童扶養手当が改定されることになりました。
　27年4月分から、全部支給の場合：4万1020円→4万2000円、一部支給の場
合：4万1010円～9680円→4万1990円～9910円に改定されます。児童2人
目：5000円加算、児童3人目以降：3000円加算は改定されません。
　現在、児童扶養手当を受給中の方については、7月末までに、改定後手当額の
お知らせを送付します。

児童扶養手当の支給月額が改定されます

問合せ 保健福祉課（地域福祉）33番窓口 ☎4302-9857

　大阪市立加美第３保育所は平成27年4月に「社会福祉法人なみはや福祉会」に
移管され、加美東保育所に名称変更されました。
※平成28年4月に移管される予定でしたが、現在の運営委託先が選定されたこ
とにより保育の引き継ぎが必要ないため、規定に基づき１年早く移管すること
になりました。

大阪市立加美第３保育所が民間移管されました

問合せ 保健福祉課（地域福祉）33番窓口 ☎4302-9811
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